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（４）審議会の設置、条例等の制定

　国基本計画では、「成年後見制度の利用の促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策」
のなかで、国、地方公共団体、関係団体等の役割をあげています。そのなかで、市町村の役割
の一つとして、以下の「条例で定めるところによる審議会その他合議制の機関」があげられま
した。同時に、これらの取組を既存の政策との有機的な連携のもとに実施する旨も付記されて
います。

【国基本計画での記載】

○�また、市町村は、促進法第 23 条第２項において、条例で定めるところにより、当該市
町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項を調査審議させ
る審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとされている。
　市町村は、当該合議制の機関を活用し、市町村計画の検討・策定を進めるほか、当
該地域におけるネットワークの取組状況について調査審議し、例えば、当該地域にお
いて成年後見制度の利用が必要な人を発見し制度利用につなげる支援ができているか
等、地域における取組状況の点検、評価等を継続的に行うことが望ましい。

○�なお、先述のとおり、地域における体制整備は、地域福祉や地域包括ケア等の既存の
資源・仕組みを活用しつつ、地域福祉計画など既存の施策と有機的な連携を図りつつ
進める。

成年後見制度の利用を促進するための条例の制定

　志木市では、平成 29�年３月 24�日、首長の強いリーダーシップのもと、全国に先駆けて「志

木市成年後見制度の利用を促進するための条例」を制定した。

　第３条に「市の責務」を明記したことが特長である。地域共生社会を見据え、横串をさ

した事業の展開について記している。

　当市は人口が約７万６千人とコンパクトであり、「自治体は温度差が大きいが、自治体に

より制度の利用が異なることには違和感を覚える。」、「小中自治体でもできることを示した

い。」と語り、今後は条例をもとに、さらなる成年後見制度の利用を促進する取組を進める

ことを検討している。

（埼玉県志木市、ヒアリング調査等における聞き取り結果をもとに作成。）

参考事例のご紹介

第 3�条�　市は、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、国及び他の地方公団体
との連携を図りつつ、自ら率先して施策を策定し、及び実施する責務を有する。


